
（財）伊方原子力広報センターⅧ　出資法人及び県所管課による評価（１次評価）

取組み項目 取組の目標達成の評価

組織体制の見直し 十分達成している

経営基盤の充実・強化 十分達成している

役職員数及び給与制度の見直し 十分達成している

財政的関与の見直し 十分達成している

人的関与の見直し 十分達成している

経営情報の開示 十分達成している

１　出資法人の自主性・自律性の向上に向けた取組

（1）組織体制の見直し

【評価： 十分達成している 】

（２）経営基盤の充実・強化

【評価： 十分達成している 】

（３）役職員数及び給与制度の見直し

【評価： 十分達成している 】

２　県の関与の適正化に向けた取組

（1）財政的関与の見直し

【評価： 十分達成している 】

（２）人的関与の見直し

【評価： 十分達成している 】

３　経営情報等の積極的な開示に向けた取組

【評価： 十分達成している 】

４　総合的評価

　事業規模・内容等に見合った必要最小限の常勤スタッフで対応するとともに、行政、電力会社と連携し、効果的な広報事業を実施した。

　行政や電力会社と連携し、原子力発電所の運転状況等の安全性に関する情報提供をインターネット等を通じて実施した。
　また、行政からの受託広報事業を積極的に活用し、自主広報事業との役割分担のもと効果的な広報事業を実施した。

　非常勤役員については無報酬を継続、職員については事業規模・内容から最小限のスタッフで対応しており、人件費についても、当面の目標である人件費
率２５％以内に押さえることができた。

●個別取組項目の評価総括表●取組の評価分布図

　県からの受託事業については、当財団の設立趣旨・目的、事業内容に合致した、原子力発電に係る知識の普及啓発等の原子力広報事業を受託しており、県
民ニーズに即した効果的・効率的な広報事業を展開するため、県と連携し、自主事業との役割分担のもと、適正な事業規模で実施できた。

　現在、役員１２名のうち、県関係者は常勤役員１名（ＯＢ）、非常勤役員３名の計４名であり、県関係者を４名にとどめるとする目標を達成しており、１８年度以降も現行体制
を維持する。

　県に準じた情報公開制度の導入に向けて準備を進め、平成１８年度から情報公開制度を開始している。
　また、経営情報や当財団の事業内容等についての一層の情報開示を進める観点から、１８年度はホームページのコンテンツの充実を検討している。

　１７年度の実績では、計画の取組目標を達成しているが、新たな取組目標の検討、計画の再評価を行い、さらなる業務、組織の簡素化・効率化を進め、よ
り健全な経営体制を確立する必要がある。
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